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１ 方針の目的

北海道では、地方分権の流れを一層確かなものとし、地域のこと

は地域で決めることができる地域主権型社会を構築していくため、

道州制を目指した取り組みを進めている。

道州制を実現するに当たっては、国と地方自治体の役割分担を大

きく見直し、国から地方自治体への大幅な権限・財源の移譲を図る

ことが必要となるが、その際には、住民に最も身近な市町村が行政

サービスの中心的な役割を担い、事務・権限の内容・性質等から市

町村が担うことに適さないものを道州や国が担うといういわゆる補

完性の原理を基本とすることが適当である。

こうした役割分担の考え方を踏まえて、道から市町村への事務・

権限の移譲を進めることは、道州制が目指す地域主権型社会に向け

ての着実な歩みを進めるものとなり、住民サービスの向上や活力あ

る地域社会づくりにつながる。

こうした考え方に立って、このたび、道が現在担っている事務・

権限のうち、道州制の下において、市町村が担うべきと考えられる

ものを明らかにした。

道としては、市町村がこれらの事務・権限を自ら担う道州制の実

現に向けて、本方針に基づき、道から市町村への事務・権限の移譲

を推進する。

２ 用語の定義

・ 事務・権限～道の事務事業及び権限の総称。

・ 事 務 事 業～道が実施している事務事業で予算措置を伴うもの。

・ 権 限～法令又は北海道条例により、知事又は北海道教育

育員会の権限とされているもの。

・ 権 限 事 務～権限の行使に関わって処理する必要がある事務。

・ 特 例 条 例～事務処理の特例を定める条例。

（地方自治法第２５２条の１７の２第１項）

３ 道州制下における市町村、道州、国の役割分担

将来の道州制において市町村、道州、国それぞれの役割について

は、次のように考える。

( ) 基本的な考え方1
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ア 市町村（基礎自治体）は、地域における総合的な行政主体と

して、住民の暮らしや地域の産業振興に関わる行政サービスを

地域の実情に応じて提供する役割を担う。

イ 道州（広域自治体）は、全道的に展開すべき広域事務、連絡

調整事務、補完事務の３事務（※）に限定し、産業の振興、雇

用政策、交通、社会資本の整備や先端的な試験研究など専門性

の高いもの、教育や医療の分野における人材の確保などの役割

を担う。

ウ 国は、外交や安全保障など国家として本来果たすべきことな

どにその役割を限定する。

※ ① 広域事務

市町村の区域を越えた対応が必要な事務

② 連絡調整事務

市町村を包括する団体として行うべき事務

③ 補完事務

高度な技術・能力を要し負担の大きな事務

ただし、ここでの市町村は将来の基礎自治体（行政体制の整

備が進んだ状態）を想定しており、連絡調整事務及び補完事務

については限定的なものを想定している。

( ) 役割分担の具体的な考え方2
上記( )の基本的な考え方に沿って具体的な役割を例示すると1

次のとおりである。

（※ 例示であり、すべての役割や分野を列挙したものではない ）。

ア 市町村の役割 （例示）

① 保健・医療・福祉

・ 高齢者福祉

・ 障害者福祉

・ 子育て支援

・ 健康づくり

・ 感染症予防

・ 衛生管理

・ 食品衛生

・ 地域医療の確保 等

② 教育・文化

・ 公立幼稚園、小中学校の設置

・ 地域芸能活動や社会教育活動の支援 等

③ 産業・雇用

・ 地域産業の振興

・ 農山漁村振興
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・ 集落規模の農業生産基盤整備 等

④ 環境保全

・ 廃棄物対策

・ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、悪臭、騒音等対策

・ 自然環境の保護・保全

・ 鳥獣保護 等

⑤ まちづくり

・ 生活道路整備

・ 公園整備

・ 上下水道整備

・ 都市計画

・ 土地利用調整

・ 地域交通の確保

・ 農村生活環境整備

・ 地域コミュニティの振興 等

⑥ 国土保全・防災

・ 地域限定的な治山、治水

・ 消防・防災・災害対応 等

イ 道州の役割（例示）

① 施策の効果が基礎自治体の区域を超える面が大きいもの

・ 広域的な利用又は便益を目的とするネットワーク型の社

会資本整備（広域道路・広域的な農林水産業基盤整備等）

・ 広域的な治山・治水

・ 国定公園等の自然公園整備

・ 広域的な交通政策 等

② 道州全体の観点からの集中した投資や施策展開が効果的な

もの

・ 広域的な産業政策

・ 職業能力開発

・ 雇用政策

・ 広域的な廃棄物・リサイクル対策

・ 広域的な生活環境保全対策

・ 広域的な自然環境対策

・ 高度、専門的な試験・研究

・ 広域的、専門的な学校教育

・ 全道の文化、スポーツの振興

・ 高度医療の確保

・ 高度な感染症対策

・ 広域的、専門的な福祉サービス

・ 広域的な消防・防災対策 等
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ウ 国の役割 （例示）

① 国として国際的に対処することが必要なもの

・ 安全保障、テロ対策

・ 外交、通商

・ 出入国管理、税関、検疫

・ 国際的な取り決めの推進 等

② 地域ごとに制度が異なっては国民に不便をもたらしかねな

いもの

・ 刑法、司法制度

・ 民法や商法等の私法制度、特許や著作権、通貨

・ 基本的な教育制度や全国的な基準

・ 環境保全に関する全国的な基準

・ 医師等の一定業種の資格制度 等

③ 日本国民として最低限保障されるべき生活を保つための施

策や公的な保険の運営に関すること

・ 公的年金、失業保険 等

④ 安全確保に関する最低基準を国が定めることが必要なもの

・ 薬や食品に関する最低基準

・ 伝染病や感染症対策に関する最低基準

・ 航空、船舶、自動車や建築物等に関する最低基準 等

⑤ 施策の効果が道州の区域を超える面が大きいもの

・ 金融

・ 電波、通信、放送

・ 気象 等

⑥ 国全体の観点からの集中した投資や施策展開が効果的なも

の

・ 高度、専門的な分野に関する研究、科学技術振興

・ 新幹線、高速道路などの骨格的・基幹的な交通基盤施設

整備

・ 資源、エネルギーの開発、確保

・ 高度・専門的な学術・文化の振興

・ 災害対応支援 等

※ 分野別の一覧は、別表を参照。

( ) 役割を担うに当たっての留意事項3
道州制の下では、単に道州や市町村の役割を増やしても、国が

決めた制度や基準に従ってしか権限事務を執行できないというこ

とでは、できる限り住民に身近なところで行政に関する決定を行

っていることにならないことから、道州や市町村は、自らの役割

とされることについては、制度の企画立案、制度設計等が行える
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ようにすることが必要である。

このため、法令の適用範囲を縮小し、条例で基準などを設定で

きるように、道としても、道州制特区で「法令面での地域主権の

」 、 。推進 を国に提案しており 引き続き国に対する働きかけを行う

４ 道から市町村への移譲対象となる事務・権限

( ) 基本的な考え方1
道州制の下における役割分担の考え方を基本に、現在の道の事

務・権限を、道州が行うべきものと市町村が行うべきものとに分

、 、類し 市町村が行うべきものと考えられる事務・権限については

市町村への移譲対象とする。

この考え方に沿って、道が現在所掌する約 件の事務事業2,500
と、約 条項の権限を分類した結果、補助事業や内部事務を4,000
除いた直営事業から 件、権限で 条項を市町村への移譲189 2,054
対象とする。

( ) 事務・権限の区分2
市町村への移譲対象となる事務・権限については、道内のいず

れの市町村であっても移譲に当たっての特段の条件がないもの、

専門的な知識を有する職員の確保や市制施行など移譲に当たって

受入体制等の条件整備が必要なもの、また、現行法制度上の制約

により、国による法令や制度改正が必要なものもあることから、

移譲対象事務・権限は次の３つに区分する。

Ａ：特段の条件がないもの

Ｂ：受入体制等の条件整備が必要なもの

Ｃ：法制度の改正等が必要なもの

○ 移譲対象となる事務事業及び権限数の分野別内訳

移 譲 対 象 数

区 分 Ａ Ｂ Ｃ 計

事 権限 事 権限 事 権限 事 権 限

2 43 15 301 37 237 54 581保健・医療・福祉

0 6 0 8 1 10 1 24教育・文化

10 377 2 83 29 22 41 482産業・雇用

1 72 13 270 6 0 20 342環境保全

1 110 6 256 12 26 19 392まちづくり

0 28 1 16 53 189 54 233国土保全・防災

14 636 37 934 138 484 189 2,054計

(注) 事：事務事業
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( ) 事務・権限の移譲先3
移譲先は原則として市町村とする （広域連合を含む ）。 。

５ 道から市町村への事務・権限の移譲の進め方

( ) 基本的な考え方1
① 移譲に当たっての最小基本単位

市町村が、地域における総合的な行政主体として、保健・医

療・福祉、まちづくりや産業振興など、地域の暮らしや住民に

身近な行政サービスを効果的・効率的に担っていくためには、

移譲される事務・権限は、一定程度完結したまとまりであるこ

とが望ましい。

このため、道から市町村への事務・権限の移譲に際しては、

同一の法令における一連の権限を移譲にあたっての「最小基本

単位」とする。

例えば、介護保険法における指定居宅サービス事業者の指定

等に関する事務については、指定居宅サービス事業者の指定、

名称の変更等の届出の受理、報告等の命令、出頭の請求又は質

問若しくは検査、指定の取消、指定等の公示などがあるが、こ

れらの権限を個別に判断して移譲するのではなく、住民の利便

性、事務の効率性の観点から不離一体のものとして移譲する。

(例）○ 介護保険法における指定居宅サービス事業者の指定等

に関する事務

○ 農用地区域内における開発行為の許可等に関する事務

等

② 関連する複数の事務・権限を包括化(パッケージ化)して移譲

関連する複数の最小基本単位を一括して移譲することによ

り、住民の利便性の向上や市町村における効率的な行政サービ

スの提供がより可能となる場合は、これらの関連する最小基本

単位を包括化した「包括単位（パッケージ 」ごとに移譲を行）

う。

例えば、まちづくり分野の中で、建築に関する専門的知識を

有する職員の配置が必要な最小基本単位については、北海道福

祉のまちづくり条例における公共的施設の整備等に関する事

務、建築基準法における建築確認(変更確認)に関する事務など

があるが、これら建築主事の配置に関連する一連の最小基本単

位を包括化して移譲する。

（例）○ 建築基準等

○ 高齢者福祉 等
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③ 包括化の例外的取扱い

市町村からの求めがある場合は、効率性を著しく妨げない範

囲で包括単位の中の最小基本単位で移譲することができる。

( ) 事務・権限の移譲の進め方2
① 市町村の同意

移譲に当たっては、市町村と十分協議し、同意を得た上で行

うものとする。

② 条件別の移譲の進め方

ア Ａに分類される特段の条件がない事務・権限については、

早期に全市町村に対して移譲が行われるよう努める。

イ Ｂに分類される条件整備が必要な事務・権限についても、

既に条件を満たしている市町村に対しては、早期に移譲が行

われるよう努める。

また、条件を満たしていない市町村においても必要な条件

整備が進むよう、道として必要な協力を行う。

ウ Ｃに分類される法制度の改正等が必要な事務・権限につい

ては、現時点では移譲ができないことから当面の移譲対象と

はしないが、今後、道州制特区の活用を含めて、必要な検討

や国に対する働きかけ等を行い、移譲が可能となり次第、Ａ

又はＢに位置づけを変更して取り組む。

この場合においても、市町村からの求めがあるものについ

ては、優先的に対応を進める。

③ 市町村の規模に応じた移譲の推進

上記②による移譲を進めるほか、市町村、特例市、中核市、

指定都市など市町村の規模によって、道として移譲を推奨する

事務・権限について市町村規模別の包括単位を提示して移譲の

推進に努める。

④ 市、特例市、中核市等への移行に伴う移譲の推進

上記③の包括単位の中に市、特例市、中核市等への移行に伴

い法令上市町村に自動的に移譲される事務・権限を含む場合

、 。は 移行に伴って包括単位ごとの移譲が行われるように努める

⑤ 市町村の行政体制整備の推進

道州制に向けて、市町村がその役割を十分に果たすことがで

きるよう、市町村の行政体制整備を推進する。

６ 移譲に当たっての措置

( ) 財政的措置1
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① 権限事務が法定移譲される場合

合併等により、町村から市に、市等から特例市に、特例市等

から中核市に、中核市等から指定都市に移行する場合や、建築

主事など法令上で定める有資格者を設置するなどの場合は、法

令に基づく権限事務の移譲が行われるため、その内容に応じて

地方交付税算定の対象となり、地方財政措置がなされる。

② 条例による事務処理の特例（地方自治法第２５２条の１７の

２）による移譲の場合

「北海道権限移譲事務交付金交付要綱」に基づき、原則とし

て、移譲される権限事務の項目ごとに、事務処理に要する時間

に応じた人件費、旅費、諸経費から積算した事務処理１件当た

りの単価に、前年度の事務処理件数を乗じた金額を交付する。

なお、道が手数料を徴している権限事務の移譲の場合、市町

村等においては手数料を徴することができるが、道が設定して

いた１件当たりの手数料が、上記の単価を下回る場合には、そ

の差額に処理件数を乗じて得た額を交付し、上記の単価を上回

る場合には交付しない。

交付金額

＝権限事務の項目ごとの１件当たりの単価※×前年度の事務処理件数

※ 権限事務の項目ごとの１件当たりの単価

*1 *2＝人件費(事務処理に要する時間×人件費単価 )＋旅費＋諸経費

＊１ 人件費単価

北海道職員一般行政職の所定の給料号俸をもとに、直近の市町

村決算統計における人件費(各種手当等を含む )を踏まえて算定。

＊ 諸経費2
（ 、 ）消耗品費 通信費等を見込んだ事務処理１件当たりの単価を設定

また、移譲される権限事務の性質により、上記の算定方式に

よることができない場合は、別途、移譲される権限事務の性質

に応じた適正な単価を設定し、交付する。ただし、移譲される

権限事務の項目ごとの権限移譲事務交付金は、現在、道が当該

権限事務の実施に当たって用いている人件費、旅費、諸経費の

総額を、措置総額の上限とする。

なお、権限事務の項目ごとの１件当たりの単価は関係市町村

との協議を経て、特例条例の道議会議決後、権限事務の移譲前

に決定する。

（詳細については 「北海道権限移譲事務交付金交付要綱」に、

よる ）。
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※ 権限移譲事務交付金の算定基礎や交付の仕組みについては、

市町村における事務処理の実態等を踏まえ、必要に応じて見直

しを行っていくこととする。

( ) 人的措置2
事務・権限の移譲に伴い必要となる人員の確保・育成について

は、上記( )の財政的措置が人件費を含むものであることから、1
市町村自らが組織体制を整備し、必要な人材を措置することが原

則となる。ただし、市町村から地方自治法第２５２条の１７の規

定に基づく道職員の派遣について求めがあるときは、事前に調整

・協議した上で対応する。

また、移譲される事務・権限の処理に市町村職員が習熟するた

めの研修、訓練等を行うことが必要な場合は、市町村職員を研修

員として受け入れることにより対応する。

( ) 適正な事務処理の確保に係る支援措置3
、 、 、道と市町村との対等・協力関係のもと 道は 市町村において

移譲事務・権限が適正に執行されるよう、次のような措置を講ず

る。

① 説明会等の実施又は文書による事務内容の説明

市町村への事務・権限の移譲に当たっては、説明会、研修会

等の実施又は文書により、事務内容の説明を行う。

② 事務処理マニュアル等の作成

市町村への事務・権限の移譲に当たっては、必要に応じ、事

務処理方法等を示したマニュアル等を作成し、交付する。

③ 条例、規則等の整備に係る助言

市町村が移譲事務・権限を処理するに当たり、新たに条例、

規則等を整備しなければならない場合には、必要に応じ、その

整備について助言を行う。

④ 移譲事務・権限の処理に係る協力

移譲事務・権限に関する市町村からの相談等に対しては、移

譲時だけでなく、移譲後においても、適正な事務処理の方法等

について、個別指導を行うなど、適切に対応する。

また、市町村が地域の実情に応じた処理を行うため、法令等

の改正が必要な場合は、道州制特区の活用を含めて、必要な検

討や国に対する働きかけ等を行う。

⑤ 職員の育成に係る協力

移譲事務・権限を処理するため、高度な専門的知識、技術を

有する職員の育成が必要な場合には、適切に協力する。
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７ 条例による事務処理の特例による移譲の場合の手続き

( ) 移譲事務・権限の具体的な検討1
現時点で、道から市町村への移譲の対象とする事務・権限は、

別添の「事務・権限移譲リスト」のとおりであり、移譲事務・権

限の具体的な検討は、概ね次の「移譲事務・権限の基本的な検討

の流れ」により行うこととする。

なお、今後も、今回の検討経過等を踏まえた上で、地方自治法

第２５２条の１７の２第３項等に基づく市町村からの移譲要望や

事務・権限ごとの状況変化などに対応して、新たな移譲対象の検

討を行い、市町村と十分に協議しながら事務・権限の移譲を推進

していくものとする。

この場合において、具体的な事務・権限の移譲を特に要望する

市町村がある場合は、できうる限り要望に沿うよう努めるものと

する。

○ 移譲事務・権限の基本的な検討の流れ

時 期
検 討 の 流 れ

平成１７年度 １８年度以降

① 道は市町村に移譲要望について照会 ５月 ３月

② 翌年４月での移譲の要望がある市町村は要 ７月
望を道に提出

③ 道と市町村で移譲要望事務・権限について ８月
検討・協議

④ 移譲予定事務・権限（翌年４月移譲分）原 ９月
案決定

⑤ 移譲予定事務・権限原案に基づき市町村と
事前協議

⑥ 移譲予定事務・権限案決定 １０月

⑦ 移譲予定事務・権限案に基づき関係市町村 １１月
と協議〔同意書（翌年４月移譲分）の提出〕

⑧ 翌々年度以降での移譲の要望がある市町村
は要望を道に提出

⑨ 特例条例案提案(第４回定例道議会) １２月

⑩ 事務・権限の移譲 翌年 ４月

注１） 翌年４月から移譲する場合の流れであり、④の移譲予定事務・権
限原案決定の際、引き続き検討することとする場合もある。

注２） 移譲時期については 「第４回定例道議会に条例案を提案、翌年、
４月から移譲」が基本となるが、法令改正により新たな移譲事務・
権限が生ずる場合や地域指定等により新たに移譲すべき市町村が生
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ずる場合など、速やかに移譲することが適当と考えられる場合は、
関係市町村と協議し、その同意を得た上で、第４回定例会にこだわ
らず適切な時期に条例案を道議会に提案し、移譲するものとする。

( ) 特例条例の制定改廃に係る市町村との協議2
事務・権限の移譲に当たっては、地方自治法第２５２条の１７

の２第２項の規定に基づく市町村との協議に先立ち、市町村の意

向を確認するため、道から市町村に対し、原則として事前協議を

行うこととする。

８ 今後のスケジュール

・ 平成１７年度から、毎年度、市町村に移譲要望を照会し、要望

があったものについて、個別の移譲協議を進め、協議が整った場

合は、早ければ翌年度当初から移譲を行う。ただし、実際の移譲

時期等については、市町村の意向に応じて柔軟に対応する。

・ 移譲を行った事務・権限については、おおむね移譲後３年を目

、 。途に 移譲による効果や課題等を把握するフォローアップを行う

「 」 、 。・ 事務・権限移譲リスト は 必要に応じて随時見直しを図る

・ 本方針についても、移譲の進捗状況やフォローアップの結果、

市町村の行政体制の整備状況等を踏まえて適宜見直しを行う。

○ 具体のスケジュール

区分 道から市町村への事務・権限の移譲

・道州制に向けた道から市町村への事務・権限移譲方針策定平成１６年度

①市町村に移譲要望を照会。要望があったものについて市町平成１７年度
。 （ 、村と協議 協議が整ったものについて移譲の手続き 以下

毎年度同様）
②移譲支障要因の解消方策の検討・実施

③前年度に協議が整い、移譲の手続きが終了したもの平成１８年度
について、移譲の実施

※ ①～③につき、平成 年度以降も毎年度継続18
平成１９年度

９ その他

この方針の策定に伴い 「市町村への権限移譲に関する基本的な、

対応方針 （平成１２年３月）及び「道から市町村への権限移譲計」

画 （平成１３年２月）は廃止する。」
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「道州制に向けた道から市町村への事務・権限移譲方針」策定の経過

年 月 日 経 過

道州制推進本部員会議H16. 4. 7
「 」 。 。※ 道州制プログラム の策定 この中で市町村への権限等移譲の推進を明記

道州制推進本部幹事会市町村権限移譲検討部会開催6.10
※道の事務・権限における道州（広域自治体）と市町村（基礎自治体）の役割
区分について、各部・教育庁に検討依頼。

北海道・自治のかたち円卓会議（第１回）6.28
※市町村への事務・権限の移譲の基本的な考え方について意見交換。

「北海道から市町村への事務・権限の移譲に係る基本的な考6.29
え方」について、市町村に意見照会
※あわせて、14支庁単位に市町村担当者との意見交換会を開催：6.14～24

「道州制特区に向けた提案（第１回）の具体化について（素7.14
案 」について、市町村に意見照会）
※あわせて、14支庁単位に市町村長との意見交換を実施：6.29～8.3

北海道・自治のかたち円卓会議（第２回）7.30
※市町村への事務・権限の移譲方針の策定等について意見交換。

各部ヒアリングの実施8. 2 13～
※道の事務・権限における道州（広域自治体）と市町村（基礎自治体）の役割

区分案（各部及び教育庁作成）について、ヒアリングを実施。

北海道・自治のかたち円卓会議（第３回）9. 3
※市町村への事務・権限の移譲方針の策定等について意見交換。

「 (仮称)道州制に向けた道から市町村への事務・権限の移譲10.22 『
方針』の策定に向けた考え方」について、市町村に意見照会
※あわせて、14支庁単位に市町村担当者との意見交換会を開催：10.18～11.5

北海道・自治のかたち実務者研究会議（第１回）11.11
※市町村への事務・権限の移譲に向けた論点を整理。

北海道・自治のかたち円卓会議（第４回）11.24
※道州と市町村の役割分担に応じた区分（案）等について意見交換。

「 (仮称)道州制に向けた道から市町村への事務・権限の移譲11.26 ～ 『
方針』策定の基本的な考え方」及び「道の事務・権限におけH17.1.20
る道州(広域自治体)と市町村(基礎自治体)の役割分担に応じた
区分(案)」について、市町村に意見照会

北海道・自治のかたち実務者研究会議（第２回）1.26
※移譲方針の素案に向けた考え方について意見交換。

「道州制に向けた道から市町村への事務・権限移譲方針（素2. 2
案 」について、市町村に意見照会）
※6圏域単位に市町村担当者との意見交換会を開催：2.9～16

北海道・自治のかたち円卓会議（第５回）2.21
※移譲方針（案）等について意見交換。

「 」2.23 ～ 道州制に向けた道から市町村への事務・権限移譲方針(案)
について、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｺﾒﾝﾄの実施及び市町村に意見照会3.23

道州制推進本部員会議3.31
※移譲方針を決定
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【別表】道州制下における市町村、道州、国の役割分担（例示）

市 町 村 道 州 国区分

・高齢者福祉 ・高度医療の確保 ・医師等の一定業種の保
・障害者福祉 ・高度な感染症対策 資格制度健
・子育て支援 ・広域的、専門的な ・公的年金、失業保険・
・健康づくり 福祉サービス ・薬や食品に関する最医
・感染症予防 低基準療
・衛生管理 ・伝染病や感染症対策・
・食品衛生 に関する最低基準福
・ 等 等祉 地域医療の確保 等

・公立幼稚園、小中 ・広域的、専門的な ・基本的な教育制度や教育
学校の設置 学校教育 全国的な基準・

・ ・全道の文化、スポ ・高度・専門的な学術文化 地域芸能活動や社会
ーツの振興 等 ・文化の振興 等教育活動の支援 等

・地域産業の振興 ・広域的な農林水産 ・民法や商法等の私法
、 、・農山漁村振興 業基盤整備 制度 特許や著作権

・集落規模の農業生 ・広域的な産業政策 通貨
産基盤整備 ・職業能力開発 ・航空、船舶、自動車産

・雇用政策 等に関する最低基準業
・高度、専門的な試 ・金融・
験・研究 ・電波、通信、放送雇

・高度、専門的な分野用
に関する研究、科学
技術の振興

・資源、エネルギーの
等 等 開発、確保 等

・廃棄物対策 ・国定公園等の自然 ・国際的な取り決めの
・大気汚染、水質汚 公園整備 推進
濁、土壌汚染、悪 ・広域的な廃棄物・ ・環境保全に関する全環
臭、騒音等対策 リサイクル対策 国的な基準境

・自然環境の保護・ ・広域的な生活環境保
保全 保全対策全

・鳥獣保護 ・広域的な自然環境
等 対策 等 等

・生活道路整備 ・広域道路整備 ・建築物等に関する最
・公園整備 ・広域的な交通政策 低基準
・上下水道整備 ・新幹線、高速道路なま
・都市計画 どの骨格的・基幹的ち
・土地利用調整 な交通基盤施設整備づ
・地域交通の確保く
・農村生活環境整備り
・地域コミュニティ
の振興 等 等 等

・地域限定的な治山 ・広域的な治山、治 ・気象国土 、
治水 水 ・災害対応支援保全

・消防・防災・災害 ・広域的な消防・防・
対応 等 災対策 等 等防災

・安全保障、テロ対策※
・外交、通商国
・出入国管理、税関、の
検疫専

・刑法、司法制度掌
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